
【歳入】

194,124 千円

【歳出】

　社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費 2,671,235 千円

1,829,388 千円 ）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

うち地方消
費税交付金

（社会保障
　財源化分）

子ども医療費助成事業
※義務教育就学前分（未熟児への医療費助成を含む）

50,964 17,790 0 0 33,174 3,520

重度障害者（児）医療費無料化対策事業 103,334 51,600 0 0 51,734 5,490

保育所一般事業等 506,460 5,098 0 58,281 443,081 47,017

その他事業 975,758 519,574 0 45,532 410,652 43,576

小　　計 1,636,516 594,062 0 103,813 938,641 99,603

国民健康保険事業
（特別会計繰出金)

115,319 73,672 0 0 41,647 4,419

介護保険事業
（特別会計繰出金）

329,808 12,893 0 0 316,915 33,629

後期高齢者医療事業
（特別会計繰出金等）

336,844 45,636 0 0 291,208 30,902

小　　計 781,971 132,201 0 0 649,770 68,950

妊婦・乳幼児健康診査事業 13,706 0 0 0 13,706 1,454

国民健康保険病院事業会計負担金事業 146,091 0 0 0 146,091 15,502

救急医療対策事業 2,530 0 0 0 2,530 268

その他事業 90,421 2,871 0 8,900 78,650 8,347

小　　計 252,748 2,871 0 8,900 240,977 25,571

2,671,235 729,134 0 112,713 1,829,388 194,124

　　越前町の令和２年度一般会計当初予算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

令和２年度越前町一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

増収分に係る社会保障４経費及びその他社会保障施策経費への充当状況について

　　平成２６年４月１日から消費税率(国・地方)が５％から８％に引上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分

　については、その使途を明確化し、社会保障４経費(年金、医療、介護、子育て)及びその他社会保障施策に要する経費

　に充てるものとされています。

　社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。

　　また、令和元年１０月１日から消費税が８％から１０％に引き上げられたことに伴う地方消費税増収分についても、

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）見込額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち一般財源）      （

事　　業　　名
令和2年度
予算額

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合　　　計

 ※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要した一般財源の比率に応じ按分して充当しています。


